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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１弾性繊維を含む弾性繊維層の一方の面に第２弾性繊維が配置され、少なくとも一方
向に伸縮可能な不織布であって、
　第１弾性繊維は、弾性樹脂からなる第１樹脂成分と、非弾性樹脂からなる第２樹脂成分
とを含み、第２樹脂成分が繊維表面の少なくとも一部を長さ方向に連続して存在している
複合繊維からなり、かつ第１弾性繊維における第２樹脂成分の割合が７０～９６質量％で
あり、
　第２弾性繊維が、弾性樹脂と非弾性樹脂とを含む単一繊維、又は弾性樹脂と非弾性樹脂
とを含み、非弾性樹脂が繊維表面の少なくとも一部を長さ方向に連続して存在している複
合繊維からなり、
　第２弾性繊維における非弾性樹脂の割合が、第１弾性繊維における非弾性樹脂の割合よ
りも低くなっている不織布。
【請求項２】
　第２弾性繊維における非弾性樹脂の割合が５～３０質量％である請求項１に記載の不織
布。
【請求項３】
　伸縮方向と交差する方向に筋状に延びる小凸条部及び小凹条部が交互に不織布の表面に
形成され、それによって伸縮方向に沿う厚み方向の断面において、表面が微小な凹凸にな
っている請求項１又は２に一項に記載の不織布。
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【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の不織布と、伸長性の不織布、伸長性のフィルム又
は伸長性の紙とが熱又は接着剤により接着された複合不織布であって、該複合不織布はそ
の伸縮方向に沿う厚み方向の断面において表面が微小な凹凸になっている複合不織布。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は伸縮性を有する多層構造の不織布に関する。
【背景技術】
【０００２】
　弾性繊維を用いた伸縮性を有する不織布に関する従来の技術としては、例えば特許文献
１に記載のものが知られている。同文献に記載の不織布は、弾性繊維からなるメルトブロ
ーン不織布又はスパンボンド不織布の各面に、非弾性繊維からなるスパンボンド不織布が
積層されてなるものである。この不織布に伸縮性を付与するためには、延伸処理を施して
非弾性繊維を塑性変形させる必要がある。しかし、延伸の程度を高めて伸縮性を高めよう
とすると、非弾性繊維が塑性変形の限界を超えてしまい、不織布に破れが生じてしまう。
非弾性繊維が塑性変形しやすくなるように、該非弾性繊維にポリプロピレン樹脂とポリエ
チレン樹脂をブレンドしたものを用いたり、該非弾性繊維の原料としてエチレン－プロピ
レン共重合体を用いたりすることが考えられるが、その場合には経済的に不利になる。ま
た、繊維の円滑な紡糸に支障が生じることもある。
【０００３】
　特許文献２には、第１のポリマー成分と第２のポリマー成分を含み、そこでは、第１の
成分が第２の成分よりも大きい弾性を有し、更に、第１及び第２の成分がストランドの少
なくとも一部の長さに沿って長手方向に延びる実質的に明確な区域中に配列され、第２の
成分がストランドの周辺表面の少なくとも一部を構成する区域を含む結合されたウエッブ
が記載されている。このウエッブにおいては、それを構成するストランドにおいて、第１
のポリマー成分と第２のポリマー成分とが密着しているので、弾性の高いポリマー成分の
伸縮性が、弾性の低いポリマー成分で阻害されやすくなり、弾性の高いポリマー成分が有
する本来の伸縮性が十分に発揮されない。弾性の高いポリマー成分が有する伸縮性を顕著
なものにするためには、ストランドにおける弾性の高いポリマー成分の割合を相対的に高
くし、かつ弾性の低いポリマー成分の割合を相対的に低くすることが考えられる。しかし
、このウエッブは、弾性の低いポリマー成分どうしの融着によってウエッブの形態が保た
れているので、弾性の低いポリマー成分の割合を低くすることは、ウエッブの強度低下に
つながる。
【０００４】
　特許文献３には、エラストマーメルトブローンウエブの各面に、エラストマースパンボ
ンドウエブ積層してなる複合弾性不織布が記載されている。しかし、この不織布は、その
表面に弾性樹脂が露出した状態になっているので、弾性樹脂に特有の不快なべたつき感を
呈するものである。したがって、この不織布を例えば巻回して保存した場合には、隣り合
う不織布間でブロッキングが起こりやすく、繰り出しに支障が生じやすくなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開昭６２－８４１４３号公報
【特許文献２】特表２００２－５２２６５３号公報
【特許文献３】特表平９－５００９３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　したがって本発明の課題は、前述した従来技術が有する欠点を解消し得る、伸縮性を有
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する不織布を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、第１弾性繊維を含む弾性繊維層の一方の面に第２弾性繊維が配置され、少な
くとも一方向に伸縮可能な不織布であって、
　第１弾性繊維は、弾性樹脂からなる第１樹脂成分と、非弾性樹脂からなる第２樹脂成分
とを含み、第２樹脂成分が繊維表面の少なくとも一部を長さ方向に連続して存在している
複合繊維からなり、かつ第１弾性繊維における第２樹脂成分の割合が７０～９６質量％で
ある不織布を提供するものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、伸縮性が高く、風合いが良好で、かつ層間の剥離が防止された不織布
が提供される。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下本発明を、その好ましい実施形態に基づき説明する。本発明の不織布は、多層構造
をしている。多層構造をしている本発明の不織布は、第１弾性繊維を含む第１弾性繊維層
を有している。第１弾性繊維層の一方の面には、第１弾性繊維とは異なる弾性繊維である
第２弾性繊維が配置されている。第１弾性繊維層は、本発明の不織布に、良好な風合いを
付与し、かつある程度の伸縮性を付与するものである。一方、第１弾性繊維層の一方の面
に配置されている第２弾性繊維は、主として、本発明の不織布に良好な伸縮性を有するも
のである。
【００１０】
　本発明の不織布は、例えば（ｉ）第１弾性繊維を含む第１弾性繊維層の一方の面に第２
弾性繊維が配置された構造を有するか、又は（ii）２つの第１弾性繊維層の間に第２弾性
繊維が配置された構造を有する。本発明の不織布が（ｉ）の構造を有する場合には、第１
弾性繊維層が存在する面を、該不織布の外面（露出面）として用いることが好ましい。（
ii）の構造を有する場合には、２つの第１弾性繊維層のうちのいずれか一方を、該不織布
の外面（露出面）として用いることが好ましい。前記の（ｉ）及び（ii）の構造のうち（
ii）の構造を採用すると、後述する歯型状の延伸加工に起因にて、不織布の坪量が低くて
も、適度な厚み感があり、風合いの良好な不織布が得られ、また、不織布を巻物にしたと
きのブロッキングが効果的に防止されるという利点があるので好ましい。２つの第１弾性
繊維層は繊維材料から構成されており、いずれの第１弾性繊維層も第１弾性繊維を含んで
いる。第１弾性繊維を含んでいれば、２つの第１弾性繊維層は、同じ繊維組成であっても
よく、又は異なる繊維組成であってもよい。これらの第１弾性繊維層に含まれる第１弾性
繊維としては、第１樹脂成分及び第２樹脂成分を含む複合繊維が用いられる。
【００１１】
　第１弾性繊維を構成する第１樹脂成分は弾性樹脂からなり、該弾性樹脂は第１弾性繊維
に弾性を付与する成分である。一方、第２樹脂成分は非弾性樹脂からなり、該非弾性樹脂
は第１弾性繊維に良好な風合いを付与するとともに、本発明の不織布の構成繊維間での結
合性（融着性）を高め、層間の剥離を防止して本発明の不織布全体としての強度を高める
ための成分である。
【００１２】
　第１弾性繊維における第１樹脂成分は、第１弾性繊維の長さ方向に連続して延びている
。一方、第２樹脂成分は、第１弾性繊維の繊維表面の少なくとも一部を長さ方向に連続し
て存在している。第１弾性繊維の繊維形態の例としては、第１樹脂成分を芯とし、第２樹
脂成分を鞘とする芯鞘型複合繊維や、繊維の横断面において、第１樹脂成分と第２樹脂成
分とが並列しているサイド・バイ・サイド型複合繊維が挙げられる。芯鞘型複合繊維には
、芯の偏芯により延伸によってクリンプしているものも含む。尤も、偏芯の芯鞘型複合繊
維よりも、同心円状の芯鞘型複合繊維を用いることが好ましい。この理由は、同心円状の
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芯鞘型複合繊維は、偏芯の芯鞘型複合繊維よりも、延伸時に第２樹脂成分である非弾性樹
脂が部分的に破れにくく、その結果、第１樹脂成分である弾性成分が繊維表面に露出しに
くいので、肌触りの優れた不織布が得られやすいからである。
【００１３】
　本発明の不織布は、第１弾性繊維における第１樹脂成分と第２樹脂成分との比率に特徴
の一つを有する。詳細には、第１弾性繊維においては、第２樹脂成分の割合が７０～９６
質量％、好ましくは８０～９０質量％に設定されている。一方、第１樹脂成分の割合が４
～３０質量％、好ましくは１０～２０質量％に設定されている。要するに、第１弾性繊維
においては、第２樹脂成分の割合が、第１樹脂成分の割合に対して相対的に高くなってい
る。したがって、第１弾性繊維においては、第１樹脂成分が繊維の表面に露出している割
合は低く、第２樹脂成分が主として繊維の表面に露出している状態になっている。このよ
うな特徴を有する第１弾性繊維を用いることの利点は例えば次の（ａ）～（ｄ）のとおり
である。
【００１４】
（ａ）通常の非弾性樹脂からなる繊維では延伸時に繊維のネッキング現象が起き、ネッキ
ング部に応力が集中して破断しやすくなる。しかし第１弾性繊維の第２樹脂成分である非
弾性樹脂が主として表面に露出している状態、例えば第１弾性繊維が芯鞘構造をとること
で、芯が伸びやすいことに起因して鞘がこれに追随し、繊維が破断することなく高倍率ま
で延伸することが可能となる。これによって、延伸後に強度の高い不織布が得られる。
（ｂ）上述のとおり、第２樹脂成分は非弾性樹脂である。非弾性樹脂は、弾性樹脂に比べ
て、べたつき感が低く、良好な風合いを呈する。また、不織布の成形後、巻き取りによっ
て原反を得る場合、非弾性樹脂である第２樹脂成分が主として繊維の表面に露出している
状態になっているので、不織布の両面に弾性樹脂が露出している場合に比べ、少なくとも
片面がブロッキングしにくくなる。このことによって、原反の保存後にその繰り出しを行
う場合、該繰り出しに支障のないものが得られる。
（ｃ）延伸によって鞘である非弾性樹脂が伸び、その後、芯である弾性樹脂によって第１
弾性繊維は若干縮むので、繊維表面に微小なシワが形成される。その結果、第１弾性繊維
は肌触りの良好なものとなる。
（ｄ）後述する凹凸ロールによって不織布に延伸加工を施す場合、該不織布の表面には、
該不織布の伸縮方向と交差する方向に筋状に延びる小凸条部及び小凹条部が交互に形成さ
れる。第１弾性繊維層は延伸時に一旦は延びるが、その後ある程度まで収縮するため、第
１弾性繊維層に弾性繊維を用いた場合、第１弾性繊維層に非弾性繊維を用いた場合に比べ
、過剰な繊維の浮きが抑えられ、厚み方向に微小なものとなって、規則的で微小なギャザ
ー構造となる。これにより、不織布の外観は伸縮性の布のように見え良好なものとなる。
ここで、第１弾性繊維における非弾性樹脂である第２樹脂成分の割合が７０質量％未満で
あると、前記延伸後、繊維が元の長さ近くに戻るため、微小なギャザー構造が形成され難
く、肌触りの悪いものとなる。また、このような微小なギャザー構造を得るためには、第
１弾性繊維層の残留歪みを好ましくは２５～９０％、更に好ましくは４０～７０％とし、
第２弾性繊維が配された部分の残留歪みを好ましくは２５％以下、更に好ましくは３～１
３％とする。
【００１５】
　以上のとおりの利点を有する第１弾性繊維は、弾性を発現しつつ、良好な風合いを呈す
るものとなる。そして、このような性質を有する第１弾性繊維が、本発明の不織布におけ
る最外面をなす層に含まれている場合には、本発明の不織布は風合いが一層良好なものと
なる。
【００１６】
　また、第１弾性繊維は、非弾性繊維１００％からなる同じ太さの繊維と比較した場合に
、弾性樹脂が含まれていることに起因して繊維自体が柔軟なので（剛性が低いので）、こ
のことによっても、本発明の不織布は風合いが良好なものとなる。
【００１７】
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　更に、第１弾性繊維が芯鞘型の複合繊維である場合には、芯成分と鞘成分との屈折率の
違いに起因して、芯成分と鞘成分との界面で光が乱反射しやすい。また、先に述べたとお
り、延伸後は繊維表面に微小なシワが形成され、繊維表面で光が乱反射しやすくなる。そ
の結果、本発明の不織布はその隠蔽性が高くなる。不織布の隠蔽性が高いことは、該不織
布を例えば使い捨ておむつや生理用ナプキン等の吸収性物品の構成部材として用いる場合
に、吸収した体液が外部から視認しづらくなる点から有利である。
【００１８】
　その上、前記の第２樹脂成分である非弾性樹脂は、本発明の不織布における結合成分（
融着成分）でもある。したがって、第１弾性繊維における第２樹脂成分の割合が高くなっ
ていることに起因して、本発明の不織布を構成する繊維は、非弾性樹脂からなる結合成分
によって繊維どうしが確実に結合している。その結果、本発明の不織布は、層間の剥離が
効果的に防止されて、その強度が高められたものになる。
【００１９】
　第１弾性繊維を弾性樹脂と非弾性樹脂の複合繊維から構成することは、第１弾性繊維の
耐光性を高める点からも有利である。この理由は次のとおりである。弾性繊維は一般に非
弾性繊維よりも耐光性が低いことが知られている。したがって、第１弾性繊維を弾性樹脂
１００％から構成すると、そのような繊維は耐光性に劣るものとなってしまう。これに対
して、第１弾性繊維を弾性樹脂と非弾性樹脂の複合繊維から構成することで、非弾性繊維
が存在している分だけ、弾性樹脂１００％から構成した場合に比較して、第１弾性繊維の
耐光性を相対的に高めることができる。
【００２０】
　第１弾性繊維における第２樹脂成分である非弾性樹脂の割合を、第１樹脂成分である弾
性樹脂の割合よりも高くすることによって、上述した種々の利点が生じるが、繊維の伸縮
特性に関しては、非弾性樹脂の割合を高くすることはマイナスに作用する。そこで、本発
明の不織布においては、第１弾性繊維層の一方の面に第２弾性繊維を配置し、該第２弾性
繊維によって不織布全体に高い伸縮性を付与している。この観点から、第２弾性繊維は弾
性樹脂１００％から構成されていることが好ましい。先に述べたとおり、弾性樹脂にはそ
れに特有のべたつき感があるが、第１弾性繊維層を使用面とすれば（例えば２つの第１弾
性繊維層の間に配置されている場合には）、該第２弾性繊維が不織布の表面に露出しづら
いので、第２弾性繊維が弾性樹脂１００％から構成されていても、本発明の不織布の風合
いに悪影響は及ぼさない。
【００２１】
　なお、先に述べたとおり、一般に弾性樹脂１００％から構成される繊維は耐光性に劣る
ものである。しかし、第２弾性繊維を弾性樹脂１００％から構成しても、該第２弾性繊維
を使用面とせず、第１弾性繊維層を使用面とすれば、第２弾性繊維は直接光に曝されない
ので、耐光性の低さに起因する第２弾性繊維の劣化のおそれは低い。
【００２２】
　上述のとおり、第２弾性繊維は弾性樹脂１００％から構成されていることが好ましいが
、第２弾性繊維は弾性樹脂に加えて非弾性樹脂を含んでいてもよい。第２弾性繊維が非弾
性樹脂を含むことで、不織布全体として結合成分の割合が高くなり、層間の剥離が防止さ
れて不織布の強度が向上し、また、不織布を巻物にしたときのブロッキングを防止できる
という利点がある。第２弾性繊維が非弾性樹脂を含む場合、第２弾性繊維は、弾性樹脂と
非弾性樹脂をブレンドし、溶融混合した単一繊維であることが、その伸縮特性を低下させ
る割合が少ない点で好ましい。溶融混合は均一溶解状態、又は海島状の非相溶状態であっ
てもよいが、ブロッキングがより防止できる点から、均一溶解状態であることが好ましい
。相溶性のよい樹脂どうしを用いることで均一溶解状態にすることが可能となる。溶解混
合状態は、透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）や走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）を用い、第２弾性
繊維を観察することにより確認することができる。また、第２弾性繊維が、弾性樹脂と非
弾性樹脂とを含み、非弾性樹脂が第２弾性繊維の繊維表面の少なくとも一部を長さ方向に
連続して存在している複合繊維からなることも、繊維成形時に糸切れを起こしにくい点で
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好ましい。そのような複合繊維としては、先に述べた第１弾性繊維と同様に、芯鞘型複合
繊維やサイド・バイ・サイド型複合繊維が挙げられる。
【００２３】
　第２弾性繊維が、弾性樹脂及び非弾性樹脂を含む単一繊維又は複合繊維からなる場合、
第２弾性繊維における非弾性樹脂の割合は、第１弾性繊維における非弾性樹脂の割合より
も低くなっていることが好ましい。この理由は、先に述べたとおり、第２弾性繊維は、本
発明の不織布に、主として伸縮性を付与するために用いられているものなので、その目的
のためには、非弾性樹脂の含有量は少なくすることが有利だからである。この観点から、
第２弾性繊維における非弾性樹脂の割合は、第１弾性繊維における非弾性樹脂の割合より
も低いことを条件として、５～３０質量％、特に５～１５質量％であることが好ましい。
【００２４】
　第２弾性繊維の配置形態としては、例えば第１弾性繊維層の一方の面に第２弾性繊維の
ステープルファイバ又は連続フィラメントがランダムに堆積されている形態が挙げられる
。この場合、第２弾性繊維の配置部位は、第２弾性繊維１００％から構成されていてもよ
く、あるいは第２弾性繊維に加えて、他の弾性繊維や非弾性繊維が含まれていてもよい。
別の配置形態としては、複数本の連続フィラメントが所定間隔を置いて一方向に引き揃え
られた形態が挙げられる。どのような配置形態にするかは、本発明の不織布に要求される
伸縮性の程度や、該不織布の具体的な用途に応じて適切に決定すればよい。
【００２５】
　第２弾性繊維の配置部位は、例えばメルトブローン法で形成されたウエブや、スパンボ
ンド法で形成されたウエブから構成されていることが好ましい。これらのウエブ形成方法
は、当該技術分野においてよく知られた技術である。特に第２弾性繊維がメルトブローン
法で製造されてウエブを形成している場合には、不織布の耐水圧が高くなるという利点が
ある。不織布の耐水圧が高いことは、本発明の不織布を例えば使い捨ておむつや生理用ナ
プキン等の吸収性物品の構成部材として用いる場合に有利である。一方、第２弾性繊維を
、複数本の連続フィラメントが所定間隔を置いて一方向に引き揃えられた状態で配置する
ためには、例えば本出願人の先の出願に係る特開２００８－１７９１２８号公報の図４に
記載の方法を採用すればよい。
【００２６】
　第２弾性繊維の配置形態が上述のとおりであることに対して、第１弾性繊維の配置形態
としては、例えばそのステープルファイバ又は連続フィラメントがランダムに堆積された
形態が挙げられる。このような配置形態によって、第１弾性繊維を含む前記の第１弾性繊
維層が形成されている。かかる第１弾性繊維層の具体的な構造としては、例えばメルトブ
ローン法で形成されたウエブや、スパンボンド法で形成されたウエブや、カード法で形成
されたウエブ等が挙げられる。２つの第１弾性繊維層の間に第２弾性繊維が配置されて不
織布が形成されている場合、各第１弾性繊維層は、第１弾性繊維のみから構成されていて
もよく、あるいは第１弾性繊維に加えて、他の弾性繊維や非弾性繊維が含まれていてもよ
い。第１弾性繊維層が、第１弾性繊維に加えて、他の弾性繊維や非弾性繊維が含まれてい
る場合、他の弾性繊維や非弾性繊維の割合は３０質量％以下、特に１５質量％以下とする
ことが好ましい。
【００２７】
　本発明の不織布においては、該不織布を構成する層の数にかかわらず、第１弾性繊維を
含む第１弾性繊維層の坪量は、３～２０ｇ／ｍ2、特に４～１０ｇ／ｍ2であることが、本
発明の不織布に十分な伸縮性を付与する観点及び良好な風合いを付与する観点から好まし
い。２つの第１弾性繊維層の間に第２弾性繊維を配置する場合、２つの第１弾性繊維層の
坪量は同じでもよく、あるいは異なっていてもよい。また２つの第１弾性繊維層は同一の
繊維組成であってもよく、異なる繊維組成であってもよい。一方、第２弾性繊維の配置量
は、０．５～１５ｇ／ｍ2、特に１～８ｇ／ｍ2であることが、本発明の不織布に十分な伸
縮性を付与する観点から好ましい。不織布全体の坪量は、その具体的な用途にもよるが、
該不織布を例えば使い捨ておむつや生理用ナプキン等の吸収性物品の構成部材として用い
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る場合には、該不織布を構成する層の数にかかわらず、１０～５０ｇ／ｍ2、特に１２～
１８ｇ／ｍ2とすることが好ましい。本発明の不織布は、十分な伸縮力、強度、隠蔽性及
び肌触りを有するため、不織布全体の坪量を低いものとすることが可能である。不織布の
坪量に関連して、該不織布の厚みは、０．５ｇ／ｃｍ2荷重下において、該不織布を構成
する層の数にかかわらず、０．１～２．５ｍｍ、特に０．８～１．３ｍｍであることが好
ましい。この厚みは、例えば次の方法により求めることができる。まず、不織布を１００
ｍｍ×１００ｍｍの大きさに裁断し、これを測定片とする。ほほ水平に設置された平滑な
定盤の測定台上に１２．５ｇ（直径５６．４ｍｍ）のプレートを載置し、この状態でのプ
レートの上面の位置を測定の基準点Ａとする。次にプレートを取り除き、測定台上に測定
片を載置し、その上にプレートを再び載置しプレート上面の位置をＢとする。そして、Ａ
とＢの差から不織布の厚みを求める。プレートの上面の位置測定にはレーザ変位計（（株
）キーエンス製、ＣＣＤレーザ変位センサＬＫ－０８０）を用いることができる。
【００２８】
　多層構造を有する本発明の不織布においては、各層間が不連続に形成された結合部位に
おいて結合されていることが好ましい。このような結合形態を採用することで、本発明の
不織布は、結合部位間に存在する第１弾性繊維及び第２弾性繊維が十分に伸縮可能になり
、不織布自体の伸縮性が十分なものとなる。かかる結合部位は、例えば熱エンボス加工に
よって形成された圧密化部位であり得る。また、超音波接合によって形成された融着部位
であり得る。更に、接着剤によって接合された接着部位であり得る。あるいは、本出願人
の先の出願に係る特開２００８－１７９１２８号公報に記載の方法によって形成された結
合部位であり得る。結合部位は、例えば不織布の全域にわたって散点状に形成することが
できる。この場合、結合部位の形状としては、例えば円形、楕円形、多角形又はそれらの
組み合わせ等を採用することができる。
【００２９】
　本発明の不織布は、その面内における少なくとも一方向に伸縮が可能なものである。こ
の場合、第１弾性繊維及び第２弾性繊維がランダムに配置されている場合には、不織布は
、その面内におけるいずれの方向にも伸縮が可能になる。第１弾性繊維及び／又は第２弾
性繊維が、不織布の面内における特定の方向に配向した状態で配置されている場合には、
その配向方向における伸縮性が、それ以外の方向よりも高くなる。本発明の伸縮性の程度
は、その最大伸度が３０～５００％、特に１００～３００％であることが好ましい。最大
伸度は、不織布の面内において最も値が大きくなる方向において測定された値である。ま
た、１００％伸長時強度は、最大伸度の測定方向と同方向において３０～３００ｃＮ／５
０ｍｍ、特に８０～２００ｃＮ／５０ｍｍであることが好ましい。また、１００％伸長後
、５０％伸長まで戻した時の強度（戻り５０％伸長時強度）は、最大伸度の測定方向と同
方向において１５～１５０ｃＮ／５０ｍｍ、特に３０～１００ｃＮ／５０ｍｍであること
が好ましい。不織布の最大強度は、最大伸度の測定方向と同方向において４００～４００
０ｃＮ／５０ｍｍ、特に２０００～３０００ｃＮ／５０ｍｍであり、該測定方向と直交す
る方向において４００～４０００ｃＮ／５０ｍｍ、特に１０００～２０００ｃＮ／５０ｍ
ｍであることが好ましい。更に、不織布の残留歪みは、最大伸度の測定方向と同方向にお
いて６～１５％、特に６～１２％、とりわけ６～１１％であることが好ましい。
【００３０】
　前記の諸物性は、以下の方法で測定される。伸縮性を有する（伸縮性発現後）不織布の
伸縮方向へ２００ｍｍ、それと直交する方向へ５０ｍｍの大きさで矩形の試験片を切り出
す。引張り試験機（島津製作所製オートグラフＡＧ-１ｋＮＩＳ）に試験片を装着する。
チャック間距離は１５０ｍｍとする。試験片を不織布の伸縮方向へ３００ｍｍ／分の速度
で伸長させ、そのときの荷重を測定する。そのときの最大点の荷重を最大強度とする。ま
たそのときの試験片の長さをＢとし、もとの試験片の長さをＡとしたとき、｛（Ｂ－Ａ）
／Ａ｝×１００を最大伸度（％）とする。また、１００％伸長サイクル試験を行い、１０
０％伸長時強度を１００％伸長時の荷重から求める。更に、１００％伸長後、直ちに同速
にて原点に戻して行ったときの戻らない長さ割合を測定し、その値を残留歪とする。また
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、戻り途中における５０％伸長時の荷重から戻り５０％伸長時強度を求める。
【００３１】
　本発明の不織布は、前記の伸縮特性を有することに加え、該不織布の表面には、該不織
布の伸縮方向と交差する方向に筋状に延びる小凸条部及び小凹条部が交互に形成されてい
ることが好ましい。これによって、不織布の伸縮方向に沿う厚み方向の断面を観察したと
き、該不織布はその表面が微小な凹凸構造になる。このような凹凸構造になっていること
に起因して、本発明の不織布は、風合いが一層良好なものになる。
【００３２】
　前記の小凸条部及び小凹条部は、不織布の伸縮方向と交差する方向、特に略直交する方
向に連続して延びていてもよく、あるいは不連続に延びていてもよい。伸縮方向に沿う厚
み方向の断面でみたとき、凸条部及び凹条部の幅はそれぞれ３０～２０００μｍ、特に１
００～８００μｍであることが、不織布の表面の風合いが一層高くなる点から好ましい。
この幅は、凸条部と凹条部で同じでもよく、あるいは異なっていてもよい。同様の理由に
よって、凹条部の最低部から凸条部の最頂部までの高低差は、４０～１０００μｍ、特に
１００～６００μｍであることが好ましい。この幅及び高低差は、不織布をその伸縮方向
に沿って厚み方向に切断し、その切断面を無荷重下で、かつ非伸長状態（すなわち弛緩状
態）で、マイクロスコープを用いて観察することによって測定できる。
【００３３】
　前記の小凸条部及び小凹条部は、本発明の不織布を伸長させ、その伸長状態を解除した
ときに、第１弾性繊維を含む第１弾性繊維層が、第２弾性繊維の配置部位よりも緩慢に収
縮する場合に形成される。第１弾性繊維を含む第１弾性繊維層、及び第２弾性繊維の配置
部位は、このような現象が発現する伸縮特性を有していることが好ましい。第１弾性繊維
を含む第１弾性繊維層、及び第２弾性繊維の配置部位が、このような伸縮特性を有するた
めには、例えば第１弾性繊維を含む第１弾性繊維層の強度－歪み曲線の立ち上がりの傾斜
よりも、第２弾性繊維の配置部位の強度－歪み曲線の立ち上がりの傾斜の方が大きくなる
ように、両者の伸縮特性を調整すればよい。また、第１弾性繊維の強度（７０％伸長時）
が第２弾性繊維の強度に対して４０％以下、特に５～２０％になっていると、上述の伸縮
特性が一層顕著に発現するので好ましい。
【００３４】
　また、上述の伸縮特性を一層顕著に発現させるためには、第２弾性繊維の配置部位の強
度－歪み曲線の戻りの強度に対して、第１弾性繊維を含む第１弾性繊維層の強度－歪み曲
線の戻りの強度が、３０％以下、特に５～１５％であることが好ましい。こうすることで
、伸長状態の不織布の該伸長状態を解放したときに、該不織布が抵抗なく収縮するので、
第２弾性繊維の坪量を低く設定しても、収縮力の高い不織布が得られやすくなるので好ま
しい。また、延伸加工による第１弾性繊維層の過剰な繊維の浮きが抑えられる点で好まし
い。
【００３５】
　なお、第２弾性繊維の配置部位とは、第２弾性繊維のステープルファイバ又は連続フィ
ラメントが、第１弾性繊維層の一方の面上にランダムに堆積されている場合には、その堆
積部位のことをいう。複数本の連続フィラメントからなる第２弾性繊維が所定間隔を置い
て一方向に引き揃えられて配置されている場合には、これら複数本の第２弾性繊維の集合
体のことをいう。
【００３６】
　前記の強度－歪み曲線の測定方法は次のとおりである。不織布を自然状態（弛緩状態）
にして、伸縮方向へ２００ｍｍ、それと直交する方向へ５０ｍｍの大きさで切り出し、矩
形の試験片を得る。この試験片にチャック間距離である１５０ｍｍをマーキングする。こ
の試験片を、第１弾性繊維を含む第１弾性繊維層と第２弾性繊維の配置部位とに剥離する
。該第１弾性繊維層及び該配置部位としてシート状のものが得られず、かつ第２弾性繊維
がエラストマー樹脂からなる場合は、不織布に対し以下の測定を行った後、該不織布から
第２弾性繊維をトルエンなどで溶解させて除去して第１弾性繊維層を得、この第１弾性繊
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維層について再度以下の測定を行う。そして、不織布について得られた測定結果から第１
弾性繊維層について得られた測定結果を差し引いた値を、第２弾性繊維分として求めるこ
とができる。
【００３７】
　剥離した前記の第１弾性繊維層及び前記の配置部位を引張り試験機（島津製作所製オー
トグラフＡＧ-１ｋＮＩＳ）に装着する。チャック間距離は先に述べたとおり１５０ｍｍ
とし、前記マーキング部分でチャッキングを行う。試験片を不織布の伸縮方向へ３００ｍ
ｍ／分の速度で伸長させ、１００％伸長後、直ちに同速にて原点に戻し、１００％伸長サ
イクル試験を行うことにより、前記の第１弾性繊維層及び前記の配置部位の強度－歪み曲
線を求める。そして強度－歪み曲線の立ち上がりの傾斜（第１弾性繊維を含む第１弾性繊
維層及び第２弾性繊維の配置部位の強度）は、伸び量が７０％のときの値とする。この伸
び量のときの強度が大きい方を、傾斜が大きいとする。また、強度－歪み曲線の戻り強度
は、１００％伸長後に７０％まで戻ったときの強度とする。１００％まで伸長しない場合
は、最大伸度の７割を伸度１００％として同様に測定する。
【００３８】
　次に、本発明の不織布において用いられる第１弾性繊維及び第２弾性繊維の詳細につい
て説明する。第１弾性繊維は、先に述べたとおり弾性樹脂及び非弾性樹脂を構成成分とす
るものである。弾性樹脂とは、実質的に弾性的な特性を示す樹脂であり、外力を加えて１
．５倍に伸ばした後、外力を取り除いて元に戻したとき、直ちにその長さが元の長さの１
．２５倍以下に戻る樹脂を意味する。一方、非弾性樹脂とは、実質的に非弾性的な特性を
示すものであり、外力を加えて１．５倍に伸ばした後、外力を取り除いて元に戻したとき
、直ちにその長さが元の長さの１．２５倍以下に戻らないものを意味する。
【００３９】
　第１弾性繊維における弾性樹脂としては、例えば熱可塑性エラストマーやゴムなどが挙
げられる。特に熱可塑性エラストマーを用いることが好ましい。熱可塑性エラストマーは
、通常の熱可塑性樹脂と同様に押出機を用いた溶融紡糸が可能であり、またそのようにし
て得られた繊維は熱融着させやすいからである。熱可塑性エラストマーとしては、ＳＢＳ
（スチレン・ブタジエン・スチレンブロック共重合体）、ＳＩＳ（スチレン・イソプレン
・スチレンブロック共重合体）、ＳＥＢＳ（スチレン・エチレン・ブチレン・スチレンブ
ロック共重合体）、ＳＥＰＳ（スチレン・エチレン・プロピレン・スチレンブロック共重
合体）等のスチレン系エラストマー、プロピレン－αオレフィン共重合体等のポリプロピ
レン系エラストマー、エチレン－プロピレン共重合体やエチレン－αオレフィン共重合体
等のオレフィン系エラストマー、ポリエステル系エラストマー、ポリウレタン系エラスト
マーを挙げることができる。これらは一種を単独で又は二種以上を組み合わせて用いるこ
とができる。特にスチレン系エラストマー、オレフィン系エラストマー、又はそれらを組
み合わせて用いることが、第１弾性繊維の成形性、伸縮特性、コストの面で好ましい。
【００４０】
　第１弾性繊維における非弾性樹脂としては、例えばポリエチレン（ＰＥ）やポリプロピ
レン（ＰＰ）等のポリオレフィン；低融点ポリエチレンテレフタレート等のポリエステル
；ポリアミド等が挙げられる。これらの樹脂は一種を単独で又は二種以上を組み合わせて
用いることができる。
【００４１】
　第１弾性繊維において、それを構成する各樹脂に添加剤（触媒、重合停止剤、帯電防止
剤、劣化防止剤、黄色防止剤、柔軟剤、可塑剤、ブロッキング防止剤、減粘剤、着色剤な
ど）が添加されている場合、該添加剤の添加量が第１弾性繊維の質量に対して２質量％以
下である場合には、該添加剤が第１弾性繊維の伸縮性に及ぼす効果が小さいので、該添加
剤は各樹脂成分に含まれるものと扱う。一方、添加剤の添加量が第１弾性繊維の質量に対
して２質量％を超える場合には、該添加剤が第１弾性繊維の伸縮性に及ぼす効果が大きい
ので、該添加剤は第三成分として扱う。
【００４２】
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　第１弾性繊維は、その太さが８～２５μｍ、特に１０～２０μｍであることが、肌触り
が良好で、通気性や隠蔽性の優れた不織布が得られる点から好ましい。ここで言う太さと
は、後述する不織布の好適な製造方法において、延伸処理を施した後での太さのことであ
る。
【００４３】
　一方、第２弾性繊維は、それが弾性樹脂１００％からなる場合、該弾性樹脂としては、
第１弾性繊維に関して前記に例示したものと同様のものを用いることができる。第２弾性
繊維が、弾性樹脂及び非弾性樹脂を含む複合繊維からなる場合には、該弾性樹脂及び該非
弾性樹脂として、第１弾性繊維に関して前記に例示したものと同様のものを用いることが
できる。特に第２弾性繊維は、メルトブローン法で製造され、かつ弾性樹脂１００％から
なる繊維であることが、第２弾性繊維をある程度まで細くすることが容易である点から好
ましい。第２弾性繊維がある程度まで細くすることで通気性と隠蔽性の両立が可能となる
。不織布の隠蔽性が高いことは、該不織布を例えば使い捨ておむつや生理用ナプキン等の
吸収性物品の構成部材として用いる場合に、吸収した体液が外部から視認しづらくなる点
から有利である。この観点から、第２弾性繊維がメルトブローン法で製造されたものであ
る場合、その太さは２～２５μｍ、特に１０～２０μｍであることが好ましい。これに対
して、第２弾性繊維がスパンボンド法で製造されたものである場合には、その太さは８～
３０μｍ、特に１２～２２μｍであることが好ましい。第２弾性繊維が、本出願人の先の
出願に係る特開２００８－１７９１２８号公報に記載の方法などによって製造されたもの
である場合には、その太さは３０～２００μｍ、特に７０～１５０μｍであることが好ま
しい。
【００４４】
　第２弾性繊維が弾性樹脂のみから構成される場合には、該第２弾性繊維は第１弾性繊維
よりも太いものであることが好ましい。両繊維の太さの差は、１．０～５．０μｍである
ことがより好ましく、更に好ましくは１．５～３．０μｍである。これによって第２弾性
繊維の繊維間距離が増す。第２弾性繊維の繊維間距離が増すことは、２つの第１弾性繊維
層の間に第２弾性繊維が配置された形態の不織布の製造工程において、熱エンボスなどを
用いた接合のときに、一対の第１弾性繊維層に含まれる第１弾性繊維どうしが直接接合し
やすくなる点から有利である。一対の第１弾性繊維層に含まれる第１弾性繊維どうしが直
接接合することで、強度及び通気性が高く、かつ延伸による強度低下が少ない不織布が得
られるからである。また、第２弾性繊維は不織布の表面に直接露出していないので、該第
２弾性繊維が第１弾性繊維より太くても、不織布の肌触りに影響しない。
【００４５】
　第１弾性繊維と第２弾性繊維との好ましい組み合わせとしては、第１弾性繊維が、ＳＥ
ＰＳ又はエチレン－プロピレン共重合体の芯と、ポリプロピレンの鞘とからなる芯鞘型複
合繊維からなり、第２弾性繊維がＳＥＰＳ１００％からなる単一成分の繊維からなる組み
合わせが挙げられる。別の好ましい組み合わせとしては、第１弾性繊維が、エチレン－プ
ロピレン共重合体の芯と、ポリエチレンの鞘とからなる芯鞘型複合繊維からなり、第２弾
性繊維がエチレン－αオレフィン共重合体１００％からなる単一成分の繊維からなる組み
合わせが挙げられる。更に別の好ましい組み合わせとして、第１弾性繊維が、プロピレン
－αオレフィン共重合体の芯と、ポリプロピレンの鞘とからなる芯鞘型複合繊維からなり
、第２弾性繊維がプロピレン－αオレフィン共重合体１００％からなる単一成分の繊維か
らなる組み合わせが挙げられる。このような組み合わせを用いることで、本発明の不織布
の製造工程において、熱エンボス加工などの熱接合を用いて第１弾性繊維と第２弾性繊維
とを接合した場合に、同種の樹脂が接合に寄与するので、該組み合わせを用いなかった場
合と比較して高圧力を必要とせずに接合を行うことができる。高圧力を必要としないこと
は、エンボスされた部位の境界における繊維の切断が起こりにくいことを意味し、ひいて
は最大強度の高い不織布が得られる。
【００４６】
　次に、本発明の不織布の好適な製造方法について説明する。ここでは、２つの第１弾性
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繊維層の間に第２弾性繊維が配置された形態の不織布の製造を例にとり説明を行う。まず
一方の第１弾性繊維層となるべき第１のウエブ又は不織布を製造する。このウエブ又は不
織布の製造方法としては、例えばスパンボンド法、メルトブローン法、スピニングブロー
ン法、カード法等が挙げられる。これらの方法によって弾性樹脂及び非弾性樹脂を含む複
合繊維からなる第１弾性繊維を紡糸するためには、複合繊維用の公知の紡糸ノズルを用い
ればよい。
【００４７】
　次に、第１のウエブ又は不織布の上に第２弾性繊維を配置する。第２弾性繊維の配置の
方法としては、例えばスパンボンド法、メルトブローン法、スピニングブローン法、カー
ド法等を用いることができる。これらの配置法を採用すると、ステープルファイバ又は連
続フィラメントからなる第２弾性繊維がランダムに堆積される。これに対して、先に述べ
た特開２００８－１７９１２８号公報の図４に記載の方法を採用すると、第２弾性繊維を
、複数本の連続フィラメントが所定間隔を置いて一方向に引き揃えられた状態で配置する
ことができる。この場合には、第２弾性繊維が溶融状態又は固化した状態で第１弾性繊維
と積層されてもよい。第２弾性繊維が溶融状態で積層される場合には、積層体に対して熱
エンボス加工などの熱接合を行わないことが好ましい。
【００４８】
　このようにして、第１のウエブ又は不織布の上に第２弾性繊維を配置させたら、その上
に、第１弾性繊維を含む第２のウエブ又は不織布を配置する。このウエブ又は不織布の製
造方法は、第１のウエブ又は不織布の製造方法と同様とすることができる。
【００４９】
　次に、このようにして得られた積層体に対して、該積層体の厚み方向において構成繊維
に部分結合を施す。部分結合には、例えば周面に多数の凸部が形成されたエンボスロール
とアンビルロールとの組み合わせを備えた熱エンボス装置や、超音波結合装置などが用い
られる。部分結合を行う場合、目的とする不織布に占める結合部位の面積の総和の割合は
、３～３０％、特に５～１５％とすることが、目的とする不織布に十分や強度を付与する
点や、層間剥離の防止の点から好ましい。同様の理由により、個々の結合部位の面積は、
０．１０～０．８０ｍｍ2に設定することが好ましい。
【００５０】
　このようにして得られた不織布は、ある程度の伸縮性を有するものであるが、第１弾性
繊維に含まれる非弾性繊維に起因して、十分な伸縮性が妨げられている傾向にある。そこ
で本製造方法においては、部分結合を施した後の不織布に対して延伸加工を施すことが有
利である。延伸加工には、例えば大径部と小径部とが軸長方向に交互に形成された一対の
凹凸ロールを備えた延伸装置を用いることができる。該凹凸ロールを噛み合い状態にして
おき、両ロール間に不織布を通すことで、該不織布の搬送方向と直交する方向に該不織布
を延伸することができる。そのような延伸装置としては、例えば本出願人の先の出願に係
る特開２００７－１３８３７４号公報の図２に記載されている。
【００５１】
　あるいは、延伸装置として、歯と歯底が周方向に交互に形成された一対の歯溝ロールを
備えた延伸装置を用いることもできる。該歯溝ロールを噛み合い状態にしておき、両ロー
ル間に不織布を通すことで、該不織布の搬送方向に該不織布を延伸することができる。そ
のような延伸装置としては、例えば先に述べた特開２００８－１７９１２８号公報の図４
に記載されている。
【００５２】
　上述の延伸装置によって不織布を延伸することで、第１弾性繊維に含まれている非弾性
樹脂が塑性変形する。また、第２弾性繊維に非弾性樹脂が含まれている場合には、該非弾
性樹脂も塑性変形する。その結果、延伸処理後の不織布は、非弾性樹脂が塑性変形した範
囲において自由に伸縮が可能になる。なお、意外にも、上述の延伸装置によって不織布を
延伸して、第１弾性繊維における非弾性樹脂を塑性変形させても、第１弾性繊維における
弾性樹脂と非弾性樹脂との間に剥離等が生じないことを、本発明者らは確認している。
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【００５３】
　特に、上述の歯溝ロールを備えた延伸装置によって不織布を延伸し、その延伸を解放す
ることで、不織布の表面に、伸縮方向と交差する方向に筋状に延びる小凸条部及び小凹条
部を首尾よく形成することができる。
【００５４】
　また、前記延伸加工を行う前の不織布と、他の不織布（例えば伸長性不織布、伸縮性不
織布、非伸長性不織布及び非伸縮性不織布など）、フィルム（例えば透湿性フィルム、非
透湿性フィルム、ラミネートフィルム、開孔フィルム、伸長性フィルム及び伸縮性フィル
ムなど）、又は紙（クレープを有する伸長性の紙を含む）等とを、熱によって接合したり
（例えばヒートエンボス、超音波シール及び熱風吹きつけによる融着など）、又は接着剤
によって接合したりして、複合不織布を得てもよい。得られた複合不織布は、高い強度、
高い隠蔽性、防漏性等の特性を有するものとなる。この接合や接着は、間欠的なパターン
で行ってもよく、全面的であってもよい。延伸加工前の不織布と他の不織布、フィルム又
は紙とを、熱又は接着剤によって接着して複合不織布を得、その後、該複合不織布に前記
延伸加工を行うことによって、伸縮性を有する複合不織布を得ることができる。特に延伸
加工前の不織布と、伸長性不織布、伸長性フィルム（非透湿性フィルム、ラミネートフィ
ルム、開孔フィルム、未延伸透湿性フィルム（延伸前は非透湿であるが、延伸後透湿性を
発現するフィルム）、透湿性フィルム、好ましくは透湿性フィルム）、又は伸長性の紙と
を接着して複合不織布を得、該複合不織布に前記延伸加工を行うことで、伸長性不織布、
伸長性フィルム又は伸長性の紙はその伸縮方向に沿う厚み方向の断面において、表面が微
小な凹凸になっていることが好ましい。伸縮不織布部分は前記凹凸と一致して微小な凹凸
を有することで伸長性の不織布、フィルム、紙と一体化し、外観的に布調のものが得られ
、伸縮性を有しながら強度も十分なものとなる点で好ましい。
【００５５】
　得られた不織布はそのまま用いてもよい。また伸長させた状態で、他の不織布（例えば
伸長性不織布、伸縮性不織布、非伸長性不織布及び非伸縮性不織布など）、フィルム（例
えば透湿性フィルム、非透湿性フィルム、開孔フィルム、伸長性フィルム及び伸縮性フィ
ルムなど）、紙（クレープを有する伸長性の紙を含む）等と、熱的に接合したり（例えば
ヒートエンボス、超音波シール及び熱風吹きつけによる融着など）、接着剤による接合を
したりして用いてもよい。この接合や接着は、間欠的なパターンで行ってもよく、全面的
であってもよい。また、得られた不織布を伸長させた状態で、布、不織布、フィルム又は
紙と縫製することもできる。
【００５６】
　前記接着において、接着剤を用いる場合は、弾性樹脂への接着剤の浸透により伸縮特性
と強度が低下してしまうことを防ぐため、第１弾性繊維として、第１樹脂成分を芯とし、
第２樹脂成分を鞘とする芯鞘型複合繊維を用い、第１弾性繊維を含む第１弾性繊維層側に
接着剤を配することが好ましい。
【００５７】
　また、第１弾性繊維を含む第１弾性繊維層は、不織布の表面に配されずに中間層となっ
ていてもよい。更に、第１弾性繊維と第２弾性繊維は直接接合することが望ましいが、そ
の間に他の繊維やフィルムを介在させることもできる。また、用途によって摩擦が高い方
が好ましい場合など、第２弾性繊維が配置された面を使用面とすることもできる。
【００５８】
　このようにして得られた本発明の不織布は、例えば使い捨ておむつや生理用ナプキン等
の吸収性物品の構成部材として好適に用いられる。具体的には、吸収体よりも肌側に位置
する液透過性のシート（表面シート、サブレイヤー等を含む）や、使い捨ておむつの外面
を構成するシート、胴回り部やウエスト部、脚周り部等に弾性伸縮性を付与するためのシ
ート、立体ギャザー、等として用いることができる。また、生理用ナプキンのウイングを
形成するシート等として用いることができる。更に、それ以外の部位であっても、伸縮性
を付与したい部位等に用いることができる。またこれらの用途以外に、その良好な風合い
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や、伸縮性、通気性等の利点を生かし、医療用使い捨て衣類や清掃シート、眼帯、マスク
、包帯等の各種の用途に用いることもできる。
【実施例】
【００５９】
　以下、実施例により本発明を更に詳細に説明する。しかしながら本発明の範囲は、かか
る実施例に制限されない。特に断らない限り、「％」及び「部」はそれぞれ「質量％」及
び「質量部」を意味する。
【００６０】
　　〔実施例１〕
　第１弾性繊維として、弾性樹脂であるスチレン・エチレン・プロピレン・スチレンブロ
ック共重合体（ＳＥＰＳ）からなる芯と、非弾性樹脂としてのポリプロピレン（ＰＰ）か
らなる鞘とを有する芯鞘型複合繊維を用いた、ＳＥＰＳとＰＰの質量比は２０：８０とし
た。繊維成形にスピニングブローン装置を用い、繊維径が１５μｍである第１弾性繊維か
らなる第１表面ウエブをコンベアネット上に得た。
【００６１】
　次に、ＳＥＰＳを用い、メルトブローン装置によって、繊維径１７μｍの第２弾性繊維
を第１表面ウエブ上に積層し、中間ウエブを得た。
【００６２】
　更に、中間ウエブ上に上述した第１表面ウエブの形成と同様にして、第１弾性繊維を積
層して第２表面ウエブを形成した。このようにして３層構造の積層体を得た。第１及び第
２表面ウエブの坪量は１５ｇ／ｍ2であり、中間ウエブの坪量は１０ｇ／ｍ2であった。得
られた積層体を超音波エンボス装置によって接合した。接合条件は、面積率１２％、円形
ドット直径０．８ｍｍとした。接合後の積層体に対して延伸加工を施し、目的とする不織
布を得た。延伸加工は、歯型状の一対の噛み合い歯を用いて、不織布が最も伸縮する方向
であるＭＤ方向に２．１倍（１１０％）まで延伸することにより行った。
【００６３】
　得られた不織布について表１に示す物性の測定を行った。測定方法は先に述べたとおり
である。なお各物性は、不織布が最も伸縮する方向であるＭＤ方向について行った。ただ
し最大強度はＣＤ方向についても行った。また、得られた不織布のブロッキング、外観及
び肌触りを、下記の基準で評価した。それらの結果を表１に示す。得られた不織布は手で
１００％まで引き伸ばすことができ、その状態から１１％まで戻ることができた。引き伸
ばしは軽い力で行うことができ、かつ高伸度まで伸ばすことができた。またこの不織布は
、その表面に微小な凹凸を有し肌触りに優れ、層間剥離もなく、通気性の高いものであっ
た。
【００６４】
　　＜ブロッキングの評価＞
　延伸加工前の不織布を一旦巻き取り、５００ｍ長の原反を得たのち、５０℃（湿度は成
り行き）にて５日間の保存を行った。室温に戻し、巻き芯から５０ｍにおける繰り出し性
を評価した。容易に巻き出せる場合を◎、貼り付きが多少見られるが、使用可能な程度に
巻き出せる場合を○、貼り付きのため、使用が困難である場合を×とした。
【００６５】
　　＜外観の評価＞
　パネラーの目視によって、不織布の少なくとも片面で外観のよいもの（３点以上）を○
とし、３点未満のものを×とした。評価は５人により１点から５点までの５段階評価にて
行い、その平均点を求めることにより行った。評価基準は、好ましいもの（微少な波形状
を有し布調であるもの）を５点、やや好ましいものを４点、普通なものを３点、やや好ま
しくないものを２点、好ましくないもの（糸ゴムギャザーのように表面のうねりの大きな
もの）を１点とした。
【００６６】
　　＜肌触り評価＞
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　不織布の各面の肌触りの評価を行った。肌触りは触った面のうち、少なくとも片面でも
よいもの（３点以上）を○とし、３点未満のものを×とした。評価は５人により１点から
５点までの５段階評価にて行い、平均点を求めることにより行った。評価基準は、好まし
いもの（やわらかでベタツキのないもの）を５点、やや好ましいものを４点、普通なもの
を３点、やや好ましくないものを２点、好ましくないもの（硬いものやベタツキのあるも
の）を１点とした。
【００６７】
　　〔実施例２〕
　ＭＤ方向に３．０倍（２００％）延伸を行った以外は実施例１と同様にして不織布を得
た。得られた不織布について実施例１と同様の測定及び評価を行った。その結果を表１に
示す。この不織布は、手で１７０％まで伸ばすことができ、その状態から１２％まで戻る
ことができた。
【００６８】
　　〔実施例３〕
　第１弾性繊維の非弾性樹脂としてポリエチレン（ＰＥ）を用いた以外は実施例１と同様
にして不織布を得た。得られた不織布について実施例１と同様の測定及び評価を行った。
その結果を表１に示す。
【００６９】
　　〔実施例４〕
　第１弾性繊維における芯と鞘との質量比を３０：７０とした以外は実施例１と同様にし
て不織布を得た。得られた不織布について実施例１と同様の測定及び評価を行った。その
結果を表１に示す。
【００７０】
　　〔実施例５〕
　繊維径が１０μｍの第２弾性繊維を用いた以外は実施例１と同様にして不織布を得た。
この不織布は他の実施例の不織布よりも隠蔽性の高いものであった。得られた不織布につ
いて実施例１と同様の測定及び評価を行った。その結果を表１に示す。
【００７１】
　　〔実施例６〕
　第２弾性繊維として、弾性樹脂と非弾性樹脂とを含む芯鞘型複合繊維を用いた。弾性樹
脂としてＳＥＰＳを用い、これを芯に配置した。非弾性樹脂としてはＰＰを用い、これを
鞘に配置した。ＳＥＰＳとＰＰとの質量比は９０：１０であった。この芯鞘型複合繊維の
繊維径１７μｍであった。これら以外は実施例１と同様にして不織布を得た。得られた不
織布について実施例１と同様の測定及び評価を行った。その結果を表１に示す。この不織
布はエンボス接着性が良く、他の実施例の不織布よりも層間剥離が起こりにくいものであ
った。
【００７２】
　　〔実施例７〕
　第１弾性繊維として、弾性樹脂であるスチレン・エチレン・プロピレン・スチレンブロ
ック共重合体（ＳＥＰＳ）からなる芯と、非弾性樹脂としてのポリプロピレン（ＰＰ）か
らなる鞘とを有する芯鞘型複合繊維を用いた。ＳＥＰＳとＰＰの質量比は２０：８０とし
た。繊維成形にスピニングブローン装置を用い、繊維径が１５μｍである第１弾性繊維か
らなる第１表面ウエブをコンベアネット上に得た。
【００７３】
　次に、ＳＥＰＳとＰＰを質量比で８０：２０の割合でブレンドし、メルトブローン装置
によって、第２弾性繊維を第１表面ウエブ上に積層し、２層構造の積層体を得た。第１表
面ウエブの坪量は１５ｇ／ｍ2であり、第２弾性繊維の坪量は１０ｇ／ｍ2であった。その
後、実施例１と同様にエンボス加工を行った。このようにして得られた積層体の第１弾性
繊維側にホットメルトを塗布した。この塗布面に、炭酸カルシウムを含む微多孔性透湿シ
ート２０ｇ／ｍ2を貼り合せ、貼り合わせ後の積層体に対して延伸加工を施し、防漏性を
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有する透湿性の複合不織布を得た。延伸加工は、大径部と小径部とが軸長方向に交互に形
成された歯型状の一対の噛み合い歯を用いて、まず、不織布のＣＤ方向に１．３倍（３０
％）延伸し、その後、歯と歯底が周方向に交互に形成された一対の歯溝ロールを用いて、
不織布が最も伸縮する方向であるＭＤ方向に１．５倍（５０％）まで延伸することにより
行った。得られた複合不織布について実施例１と同様の測定及び評価を行った。その結果
を表１に示す。得られた透湿性複合不織布は両方向に良好な伸縮性を有し、強度も十分な
ものであった。これを不織布のＭＤ方向がおむつの横方向（装着時）になるようにして、
おむつの伸縮性バックシートとして用いた。得られたおむつは伸縮しないバックシートを
用いたものに比べ、大きく伸ばすことができ、はかせやすく、装着時のフィット性に優れ
、おむつ全体が伸縮するため動きやすいものであった。
【００７４】
　　〔比較例１〕
　第１弾性繊維の代わりにＰＰからなる非弾性繊維を用い、かつスピニングブローン装置
を用いて第１ウエブの形成を行った以外は実施例１と同様にして不織布を得た。得られた
不織布について実施例１と同様の測定及び評価を行った。その結果を表１に示す。この不
織布は、延伸後に非弾性繊維が切れて強度の低いものとなった。
【００７５】
　　〔比較例２〕
　第１弾性繊維の弾性樹脂と非弾性樹脂との質量比を５０：５０とした以外は実施例１と
同様にして不織布を得た。得られた不織布について実施例１と同様の測定及び評価を行っ
た。その結果を表１に示す。この不織布においては第１弾性繊維の強度が低く、不織布全
体の最大強度が低下した。また、延伸後、第1弾性繊維が元の長さ近くに戻るため、繊維
の伸び分が少なく厚みの薄いものとなり肌触りが低下した。
【００７６】
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